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第１章 基本的な考え方
第１節 計画策定の趣旨 第２節 基本理念 第３節 計画の位置づけ
第４節 計画の期間

第２章 計画の背景
第１節 地勢と交通 第２節 人口構造 第３節 人口動態
第４節 住民の受療状況 第５節 医療提供施設等の状況 第６節 医療費の概況

第３章 医療圏
第１節 医療圏の設定 第２節 事業ごとの医療圏

第４章 基準病床数
第１節 基準病床数

第５章 計画の推進体制と評価
第１節 計画の推進体制と役割 第２節 評価及び見直し

第３節 進捗状況及び評価結果の周知方法

第１章 ライフステージに応じた健康づくりとＱＯＬの向上
第１節 健康づくり対策 『健康長寿計画』
第２節 食育の推進 『食育推進計画』
第３節 歯科保健対策 『歯科口腔保健推進計画』
第４節 親と子の保健対策
第５節 青少年の健康対策

（廃止）
第６節 人生の最終段階における医療
第７節 動物とのふれあいを通じたＱＯＬの向上

第２章 疾病・障害への取組
第１節 難病対策
第２節 臓器移植対策
第３節 リハビリテーション医療

第４節 アレルギー疾患対策 『アレルギー疾患対策推進指針』
第５節 肝炎対策 『肝炎対策推進指針』

第８次計画（変更案）

第２部 くらしと健康

第１部 基本的な事項

第８次地域保健医療計画の施策体系案（第１回協議会からの変更案）①
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第２節 歯科保健対策 『歯科口腔保健推進計画』
第３節 親と子の保健対策
第４節 青少年の健康対策
第５節 今後高齢化に伴い増加する疾患等対策
第６節 人生の最終段階における医療
第７節 動物とのふれあいを通じたＱＯＬの向上
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第３章 健康危機管理体制の整備と生活衛生

第１節 健康危機管理体制の整備充実

第２節 保健衛生施設の機能充実

第３節 安全で良質な水の供給

第４節 衛生的な生活環境の確保

第５節 安全な食品の提供

第１章 疾病ごとの医療提供体制の整備

第１節 がん医療 『がん対策推進計画』

第２節 脳卒中医療及び 『脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画』
心筋梗塞等の心血管疾患医療

第３節 糖尿病医療

第４節 精神疾患医療 『自殺対策計画』及び『依存症対策推進計画』

第２章 事業ごとの医療提供体制の整備

第１節 救急医療

第２節 災害時医療

第３節 周産期医療

第４節 小児医療

（廃止）

第５節 感染症医療 『感染症予防計画』

第３章 在宅医療の推進

第１節 在宅医療の推進

第３部 医療の推進

第８次地域保健医療計画の施策体系案（第１回協議会からの変更案）②

第３章 健康危機管理体制の整備と生活衛生

第１節 健康危機管理体制の整備充実

第２節 保健衛生施設の機能充実
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第２節 脳卒中医療及び 『脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画』
心筋梗塞等の心血管疾患医療

第３節 糖尿病医療

第４節 精神疾患医療 『自殺対策計画』及び『依存症対策推進計画』

第２章 事業ごとの医療提供体制の整備

第１節 救急医療

第２節 災害時医療

第３節 周産期医療

第４節 小児医療

第５節 へき地医療

第６節 感染症医療（仮称） 『感染症予防計画』

第３章 在宅医療の推進

第１節 在宅医療の推進

第３部 医療の推進

第８次計画（第１回協議会案） 第８次計画（変更案）
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第４章 医療の安全の確保
第１節 医療の安全の確保

第２節 医薬品等の安全対策

第３節 医薬品の適正使用の推進

第４節 献血の推進 『薬物乱用対策推進計画』

第１章 地域医療構想の概要
第２章 本県の概況と2025年における医療需要等
第３章 医療提供体制整備の方向性と地域医療構想の推進体制
第４章 各地域の概要及び医療提供体制整備の方向性

（削除）

（削除）
第１章 医師の確保に関する事項
第２章 医療従事者等の確保に関する事項
第３章 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
第１節 外来医療に係る医療提供体制の確保の方針

第２節 区域の設定と推進体制

第３節 外来医療の提供体制

第４節 外来医療に係る医療提供体制の確保に向けた取組

第１章 住民の健康の保持の推進
第２章 医療の効率的な提供の推進
第３章 医療費の見込み
第４章 国民健康保険の運営

第６部 医療費適正化計画

第５部 医療従事者の確保等

第４部 地域医療構想

第８次地域保健医療計画の施策体系案（第１回協議会からの変更案）③
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第４章 各地域の概要及び医療提供体制整備の方向性
第５章 地域医療構想の実現に向けた取組

第１章 基本的事項
第２章 医師の確保に関する事項
第３章 医療従事者等の確保に関する事項
第４章 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
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埼玉県 地域保健医療計画（第８次） の骨子（案）
▶ 親と子の保健対策
・ 安心して妊娠・出産・育児ができ、次世代を担う子供たちが心身ともに健やかに育つ

ことができる社会を目指し、妊娠期からの切れ目のない支援体制の充実、乳幼児の事故

防止、子供の心の健康相談の充実、児童虐待予防・防止、発達障害のある子供を持つ親

への支援、プレコンセプションケアの推進等に取り組む。

▶ 青少年の健康対策
・ 歯・口腔の健康づくりに係る自己管理能力の育成、薬物乱用対策の推進や、性に関する正しい

知識の普及・啓発等に取り組み、学校、家庭、地域の医療機関をはじめとする関係機関が連携して

学校保健を充実させることなどにより、生涯にわたって健康な生活をおくる基礎を築く。

▶ 人生の最終段階における医療
・ 人生の最終段階における医療やケアについて、患者の意思が尊重される環境を整備する。

・ 患者本人の意思決定を支援するための情報提供やＡＣＰの普及・啓発に取り組む。

▶ 動物とのふれあいを通じたＱＯＬの向上
・ 動物とのふれあいを通じ、癒しや安らぎを感じ心身ともに健康な社会づくりを推進する。

疾病・障害への取組

▶ 難病対策
・ 難病の患者が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、医療

給付及び地域医療体制の確保、療養支援等、保健・医療・福祉等の連携と充実を図る。

・ 在宅難病患者一時入院事業に取り組み、レスパイトや風水害等に備えた事前の避難的

入院ができる環境を整備する。

▶ 臓器移植対策
・ 移植医療の適正な実施を目指し、臓器移植、骨髄移植の理解促進に取り組む。

▶ リハビリテーション医療
・ 県総合リハビリテーションセンターを中心に、医療機関や市町村、保健所、障害福祉

サービス事業所、就労支援関係機関等との連携による支援体制の充実を図る。

・ 高次脳機能障害者支援センターによる助言・情報提供、リハビリ訓練等の支援を推進する。

▶ アレルギー疾患対策 ◀『アレルギー疾患対策推進指針』 を組み込む
・ 近年増加傾向にあるアレルギー疾患を有する者が、県内どこでも適切な医療を受けられ、

環境に応じ必要な支援を受けることができる体制を整備する。

・ 最新の知見に基づく知識や情報の普及、医療人材の育成、患者支援に携わる関係者の

資質向上、関係機関の連携等に取り組む。

計画期間 令和６年度から令和１１年度まで（令和８年度に中間見直し）

基本理念 １ ポストコロナにおける新たな感染症発生・まん延時に向けた対策

２ 今後増大する多様な医療需要に対応できる医療従事者の確保

３ 安心と活気にあふれる高齢社会の実現に向けた健康づくりの推進

４ 誰もが安心して自分らしい暮らしができる、多様な方々が共生する社会の構築

医 療 圏 「埼玉県５か年計画」の１０の地域区分を２次保健医療圏と設定する。

基準病床数 精査中

１ 基本的な事項

ライフステージに応じた健康づくりとＱＯＬの向上

▶ 健康づくり対策 ◀『健康長寿計画』 を組み込む

・ 県、市町村、企業、民間団体など多様な主体により、働き世代からすべての人々の

健康づくりを推進し、生活習慣病の発症予防、重症化予防に取り組む。

・ 誰もが健康で生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指し、ロコモティブ

シンドローム・フレイル対策等を講じ、生活機能や心の健康の維持・向上に取り組む。

▶ 食育の推進 ◀『食育推進計画』 を組み込む

・ 「生涯を通じた心身の健康を支える食育」と「持続可能な食を支える食育」の推進を

図り、食への理解と感謝を深めることにより、豊かな健康づくりを目指す。

▶ 歯科保健対策 ◀『歯科口腔保健推進計画』 を組み込む

・ 歯・口腔に関する健康格差の縮小を目指し、妊娠期から子育て期、成人期、高齢期と、

生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに取り組む。

・ 医科・歯科連携を推進し、高齢者等に対する診療体制を確保する。

２ くらしと健康

【指標】健康寿命(６５歳から要介護２以上になるまでの期間）
現状：男１８．０１年、女２０．８６年 ➠ Ｒ１１:検討中

【指標】食塩摂取量
現状：１０.３ｇ/日 ➠ Ｒ１１:検討中

新

【指標】１２歳児でのう蝕のない者の割合
現状：７８.２％ ➠ Ｒ１１:検討中

新

新
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▶ 肝炎対策 ◀『肝炎対策推進指針』 を組み込む

・ 肝がんの罹患率、肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすため、肝炎の検査体制の確保、

肝炎医療従事者の育成、医療費助成などに取り組む。

健康危機管理体制の整備と生活衛生 危機管理体制の整備と生活衛生

▶ 健康危機管理体制の整備充実

・ 感染症、食中毒など県民の生命、健康の安全を脅かす事態に対し、健康危機管理マニュ

アルの整備等による危機管理体制の充実・強化に取り組み、迅速・的確に対応できる体制

を整備する。

▶ 保健衛生施設の機能充実

・ 県民生活に深刻な影響を及ぼす感染症等に迅速に対応できるよう、保健所の体制確保や

衛生研究所の検査体制の整備と機能強化を行う。

▶ 安全で良質な水の供給

・ 水道水源である河川水や地下水の水質監視や水質検査の精度向上などに取り組み、安全

で良質な水の供給に努める。

▶ 衛生的な生活環境の確保

・ 公衆浴場等におけるレジオネラ属菌汚染防止対策など、県民生活に密着した生活衛生関

係営業施設の衛生水準の維持・向上に取り組む。

▶ 安全な食品の提供

・ 食中毒の発生を未然に防止し、食の安全・安心を確保するため、大規模事業者の施設等

の自主検査実施状況を確認し、未実施施設については自主検査の実施を推奨する。

▶ 脳卒中医療 及び 心筋梗塞等の心血管疾患医療

◀『脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画』 を組み込む

検討中（循環器病対策推進協議会で協議中）

▶ 糖尿病医療
・ 特定健康診査や特定保健指導等生活習慣病を予防する取組の支援、糖尿病性腎症重症化

予防対策事業の実施により、早期発見と予防に取り組む。

・ 各種療法による血糖管理や血圧・脂質・体重管理等を継続的に行い、重症化を予防する

ため、かかりつけ医と専門医等との医療連携や歯科との連携体制の構築を推進する。

▶ 精神疾患医療 ◀ 『自殺対策計画』 を組み込む

◀ 『依存症対策推進計画』 を組み込む

・ 多様な精神疾患等に適切に対応するため、個々の医療機関の役割分担や医療機能等を

明確にし、相互の連携を図ることや専門的な医療を提供できる医療体制の整備を推進する。

・ 女性や若者、中高年や失業者、年金受給者など、誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現に向けた対策を強化する。

・ アルコール健康障害対策やギャンブル等依存症等の発症予防、進行予防、回復の各段階

に応じた予防施策を実施するとともに、患者本人やその家族が安心して社会生活を営む

ための支援を受けられる環境を整備する。

・ かかりつけ医に対する研修を実施し、認知症の発症初期から状況に応じた認知症の人への

支援体制を構築するとともに、地域包括支援センターとの連携を強化し、地域における

医療と介護・福祉の連携体制の整備充実を図る。

・ 市町村及び民間支援団体等と相互に連携を図り、ひきこもり支援に関する施策を総合的

に実施する。
疾病ごと の医療提供体制等の整備 備

▶ がん医療 ◀『がん対策推進計画』 を組み込む

検討中（がん対策推進協議会で協議中）

３ 医療の推進

【指標】糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく受診勧奨により
医療機関を受診した人の割合 現状１０．４％ ➠ Ｒ１１:１４．０％

新

【指標】自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺者数）
現状 １５．２ ➠ Ｒ８: １２．６

新

【指標】食品関連事業所における製品等の自主検査実施率
現状 ６６．５％ ➠ Ｒ８: １００％

資料２

（検討中）

（検討中）



事業ごと の医療提供体制の整備

▶ 救急医療
・ 救急車の適正利用を促進し不要不急の救急搬送を抑制、搬送困難事案を削減するため、

搬送困難事案受入医療機関の整備促進、救急医療情報システムを活用した救急搬送の強化等

に取り組む。

・ 疾患別のネットワークの拡充やドクターヘリ等の効果的な活用を行うことにより、県民の

誰もが適切な救急医療を受けられる、質の高い効果的な救急医療体制を確保する。

▶ 災害時医療
・ 災害医療コーディネート体制の構築、病院の備えの強化、災害時医療を担う人材の充実等

を図ることで、災害時に県民が必要な医療を受けられる体制を構築する。

▶ 周産期医療
・ 母体・新生児搬送調整等によるハイリスク出産への対応により、全ての妊産婦が分娩の

リスクに応じた適切な医療の提供を受けて出産できる体制を構築する。

・ ＮＩＣＵ等からの円滑な在宅ケアへの移行を図ることにより、子どもを安心して出産し

育てることができる体制を構築する。

▶ 小児医療
・ 子どもの急な病気やけがに対する保護者の不安に対応するため、小児救急電話相談やＡＩ救急

相談の周知、子どもの急病等の対応等について啓発を実施し、医療機関の適正受診を推進する。

・ 身近な地域で夜間・休日に初期救急医療を受けられる体制の充実を図り、症状の重い小児患者には

迅速かつ適切な救命措置を行うため、小児救命救急センターをはじめとした受入体制を強化する。

【指標】病院のＢＣＰ策定率
現状: ３９.２％ ➠ Ｒ１１: ６５.０％

新

新▶ 感染症医療 ◀『感染症予防計画』 を組み込む

・ 医療機関・検査機関・宿泊療養施設等と平時から協定を締結し、感染症発生・まん延時

には必要な体制を迅速かつ確実に立ち上げる体制を担保する。

・ 感染症発生・まん延時に適切な対応ができる人材を育成し、医療機関の感染対策力を向上させる。

・ 感染初期に対応できるよう保健所の体制確保、衛生研究所の検査体制整備と機能の強化

に取り組む。

在宅医療の推進
・ 在宅療養を希望する患者が住み慣れた地域で必要な医療を受けるため、入退院支援、

日常療養生活支援、急変時の対応、在宅での看取りについて、地域における医療や介護の

多職種連携を図りながら、在宅医療が提供される体制を構築する。

※ 新興感染症の発生・まん延時においても、主要な疾病・事業（いわゆる５疾病・６事業

及び在宅医療）について、医療提供体制が両立し対応できるよう取り組む。

医療の安全の確保

▶ 医療の安全の確保
・ 医療機能情報提供制度の運営により県民が安心して受診できる環境づくりを促進する。

▶ 医薬品等の安全対策 ◀『薬物乱用対策推進計画』 を組み込む
・ 製造販売業者に対する検査・指導を実施し、品質の高い安全な医薬品の流通を目指す。

・ 薬物乱用者が青少年や一般市民層に広がり社会問題となっていることから、薬物乱用の

予防啓発や薬物乱用者の回復支援等の対策を推進する。

▶ 医薬品の適正使用の推進
・ 多剤・重複投薬の防止や残薬対策の推進、ジェネリック医薬品の使用促進に取り組む。

▶ 献血の推進
・ 献血者確保のため若年層への普及啓発を行い、安全な血液製剤の安定供給に取り組む。

【指標】訪問看護ステーションに従事する訪問看護職員数
現状：３,１１９人 ➠ Ｒ１０ : ４,３００人

【指標】新興感染症発生時における病床の確保数
現状：０ ➠ Ｒ６.９月: 流行初期１,２００床、初期以降２,０００床

【指標】感染症専門研修受講者数
現状： １１４人 ➠ Ｒ８末: ５４２人

新

【指標】重症救急搬送患者の医療機関への受入照会が４回以上となってしまう割合
現状: ７.２％ ➠ Ｒ１１:    ２.４％

【指標】救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した時間
現状: ４７.４分 ➠ Ｒ１１:  ３９.４分

【指標】小児救急搬送で４回以上の受入照会を行った割合
現状: ２.８％ ➠ Ｒ１１： ２.０％

【指標】夜間や休日も小児救急患者に対応できる第二次救急医療圏の割合
現状： ９３％ ➠ Ｒ１１： １００％

資料２

【指標】薬物乱用防止指導員が薬物乱用防止教室を実施した学校数及び受講者数
現状：１６４校 ３４,９９０人 ➠ Ｒ１１：２３０校 ６５,０００人

新

【指標】母体・新生児搬送コーディネーターによる母体調整困難件数の割合（照会４件以上）

現状: １８．７％ ➠ Ｒ１１:  １５.０％
【指標】ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期（１年以上）入院児数

現状: ５人 ➠ Ｒ１１： ０人 （医療の必要性から入院が不可欠な児を除く）

新

新



医師の確保に関する事項（医師確保計画）
・ 今後増大する多様な医療需要や地域偏在や診療科偏在を解消するため、医学生向け奨学金制度

の活用等による医師確保を図るとともに、臨床研修医や後期研修医の確保の取組を促進する。

５ 医療従事者の確保等

▶ 住民の健康の保持の推進
・ 医療保険者による特定健康診査・特定保健指導の推進、市町村による健康増進事業の支援、

保険者協議会等議論の場を活用した連携体制の推進等に取り組み、県民一人ひとりが

望ましい生活習慣を実践できるようになることを目指す 。

▶ 医療の効率的な提供の推進
・ 医療機能の分化・連携や、医療・介護の連携により、限られた医療資源を効率的に活用すると

ともに、多剤・重複投薬の防止や残薬対策の推進、ジェネリック医薬品の使用推進に取り組む。

▶ 医療費の見込み
・ 国が示す積算方法により医療費の見通しを算出し医療費適正化効果の見込みを検討する。

▶ 国民健康保険の運営
・ データヘルスの推進、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の向上等に取り組み、

県と市町村が共同運営する国民健康保険の制度の下、医療費適正化の取組を推進する。

６ 医療費適正化計画

【指標】メタボリックシンドローム該当者及び予備群の平成20年度と比べた減少率
（特定保健指導対象者の割合の減少率）

現状： １１.３％ ➠ Ｒ１１ : 検討中

【指標】特定健康診査受診率（市町村国民健康保険実施分）
現状：３８.２％ ➠ Ｒ１１ : ６０％以上

【指標】特定保健指導実施率（市町村国民健康保険実施分）
現状：１９.４％ ➠ Ｒ１１ : ６０％以上

医療従事者等の確保に関する事項
・ 認定看護師資格取得や特定行為研修の受講支援等により専門性の高い看護職員を確保する。

・ 薬剤師の資質向上を図るとともに、薬剤師の就労状況を把握し、必要な確保策を検討

する。（薬剤師確保計画）

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項（外来医療計画）
・ 外来機能報告の結果を元に、地域医療構想調整会議において各圏域における外来医療提供

体制の確保について協議を実施する。

・ 紹介患者への外来を基本とする『紹介受診重点医療機関』を明確化し、外来機能の分化・

連携を強化し、患者の流れの円滑化を図る。

地域医療構想の概要
・ ２０２５年における医療需要及び必要病床数を、医療機能（高度急性期・急性期・回復期・

慢性期）ごとに推計する。また、在宅医療等についても患者数を推計する。

・ 本県の医療提供体制整備の方向性と地域医療構想の推進体制を示す。

本県の概況と2025年における医療需要等
医療提供体制整備の方向性と地域医療構想の推進体制

・ 将来の必要病床数を達成するための方策やその他の地域医療構想の達成を推進するため

地域医療構想調整会議を設置・運営し、必要な事項について協議を行う。

・ 各医療機関は具体的対応方針を策定し、新興感染症対応も含め、２０２５年に向け地域で

果たすべき医療機能について明示する。

・ 病床機能報告制度を活用し、各圏域における病床の機能区分ごとの将来の必要病床数との

比較を行い、地域の課題を分析する。

・ 地域医療構想の達成に向けた財政支援が必要な事業について、地域医療介護総合確保基金

を活用し、支援を行う。

各圏域の概要及び医療提供体制整備の方向性
・ 地域医療構想調整会議にて病床機能報告及び定量基準分析結果を用い、各地域で医療機関

が有する病床機能の分化・連携方策について協議を行う。

・ 地域医療介護総合確保基金を活用し、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組などを

支援する。

・ 地域医療構想アドバイザー制度を活用し、地域医療構想調整会議での議論の活性化を図る。

４ 地域医療構想

【指標】看護師の特定行為研修修了者
現状： １３３人 ➠ Ｒ１１:  ６１０人

【指標】就業看護職員数
現状： ７１,２８３人 ➠ Ｒ８ ： ７９,８０２人

新

資料２

【指標】医療施設（病院・診療所）の医師数
現状：１３,０５７人 ➠ Ｒ８: １６,３４３人

【指標】後期研修医の採用数
現状： ７４７人 ➠ Ｒ８: １,６７０人
（Ｒ４年度～Ｒ５年度の累計） （Ｒ４年度～Ｒ８年度の累計）



計画本文の構成

第１節 健康づくり対策（健康長寿計画）

１ 目指すべき姿

(1)    計画の位置づけ

(2)    基本理念

(3)    基本方針

２ 現状と課題

３ 課題解決に向けた主な取組

４ 指 標

５ 関連指標

健康長寿計画の指標のうち、第8次地域保
健医療計画においても掲げる指標

健康長寿計画の指標

（R5.9.12現在）


